
　

事業報告書未提出法人に対する事務処理フロー

事業年度の終了 

知事への提出期限 

３か月 

督促（２回目） 

督促（３回目） 

１カ月 

過料事件通知 

代表者に電話、ＦＡＸ、メールで督促 （要領第１条） 

代表者の事務所所在地を所轄する地方裁判所に 

過料事件通知 （要領第４条、様式４） 

聴聞・認証取消 

過料決定 

（異議申立可） 

認証取消（要領第５条、様式５、６） 

裁判所 

地方検察庁へ納付（20万円以下） 

過料金納付 

ＮＰＯ 

要領＝事業報告書等の提出に関する事務処理要領 

代表者に督促及び過料事件通知予告書を送付 （要領第３条、様式２） 

他の役員に督促書を送付 （要領第３条、様式３） 

代表者に督促書を送付 （要領第２条、様式１） 

１カ月 

１カ月 

県のＨＰにおいて、法人名、代表者名、処分理由を公開 （要領第６条） 

県及び内閣府のＨＰにおいて、法人名、代表者名、 

処分理由を公開 （要領第６条） 

３年以上未提出の法人 

平成２５年度中は 

４カ月 


